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�
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す
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(
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�

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
八
六

(

平
成
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級

に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等)

を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
八
六

平
成
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超

え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十

二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
九
号
。
以
下

｢

改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
い
て
同
条
例
附
則
第

二
項
に
規
定
す
る
旧
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行

日
に
お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(

給
料
月
額
の
切
替
え)

第
二
条

改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
新
級
を
決
定
さ
れ
る
職
員
の
う

ち
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
旧
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月

額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
給
料
月
額(

以
下｢

新
給
料
月
額｣

と
い
う
。)

は
、

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額(

以
下｢

旧
給
料
月
額｣

と
い
う
。)

と
同
じ
額
と
す
る
。

(

期
間
の
通
算)

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
新
給
料
月
額
を
決
定
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
施
行
日
以
後
に
お
け
る

最
初
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
四
条

第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
又
は
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十

二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
百
七
十
一
号)

附
則
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者

の
旧
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
期
間

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会

の
定
め
る
期
間)

を
そ
の
者
の
新
給
料
月
額
を
受
け
る
期
間
に
通
算
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九

(

給
料
の
調
整
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
教
育
職
給
料
表
�
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

オ
教
育
職
給
料
表
(三
)

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
オ
中

｢

五
級｣

を

｢

四
級｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

カ

教
育
職
給
料
表
�
級
別
標
準
職
務
表

別
表
第
二
の
教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

カ

教
育
職
給
料
表
�
級
別
資
格
基
準
表

別
表
第
六
の
教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

カ

教
育
職
給
料
表
�
初
任
給
基
準
表

青 森 県 報平成16年12月20日 月曜日 号外第91号 �

職
務
の
級

調
整

基
本

額

１
級

11,100円
｡
た
だ
し
､
２
号
給
9,126円

､
３
号
給
9,522円

､
４
号
給

9,922円
､
５
号
給
10,350円

､
６
号
給
10,773円

２
級

12,600円
｡
た
だ
し
､
１
号
給
11,371円

､
２
号
給
11,952円

､
３
号
給

12,523円

３
級

13,500円
｡
た
だ
し
､
１
号
給
12,852円

４
級

16,200円

職
務
の
級

標

準

的

な

職

務

一

級

大
学
の
助
手
の
職
務

二

級

大
学
の
講
師
の
職
務

三

級

大
学
の
助
教
授
の
職
務

四

級

大
学
の
教
授
の
職
務

職

務

の

級

職

種

学

歴

免
許
等

一

級

二

級

三

級

教

授

大
学
卒

三

○

九

短
大
卒

三

○

一
二

助
教
授

大
学
卒

六

三

○

六

九

短
大
卒

六

三

○

九

一
二

講

師

大
学
卒

六

○

六

短
大
卒

六

○

九

助

手

大
学
卒

○

短
大
卒

�･

�

職

種

学

歴

免

許

等

初

任

給

博
士
課
程
修
了

(

大
学
六
卒
後
の
も
の
に
限
る
。)

一
級
一
一
号
給

博

士

課

程

修

了

一
級

九
号
給

� �
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別
表
第
七
中

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
七
の
二
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
在
級
年
数
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第

五
十
九
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
定
め
ら
れ
た
職
員(

以
下｢

改
正
条
例
附
則
第
二
項
適
用
職
員｣

と
い
う
。)

に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇

格
、
昇
給
等
の
基
準)

(

以
下

｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
二
の
級
別
資
格
基
準
表
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
同
日
ま
で
引
き
続

き
在
職
し
て
い
た
期
間
を
、
そ
の
者
の
当
該
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
職
務
の
級
に
在
級
す
る
期

間
に
通
算
す
る
。

３

改
正
条
例
附
則
第
二
項
適
用
職
員
に
係
る
施
行
日
以
後
の
職
務
の
級
の
一
級
上
位
の
職
務
の
級

へ
の
昇
格

(

施
行
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中

｢

現
に
属
す
る
職
務
の
級
に
一
年

以
上｣

と
あ
る
の
は
、｢

平
成
十
六
年
十
二
月
十
九
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の

級
及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条

例
第
五
十
九
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
職
務
の
級
に
通
算
一
年
以
上｣

と
す

る
。

(

教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
の
特
例)

４

改
正
条
例
附
則
第
二
項
適
用
職
員
の
う
ち
、
施
行
日
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、

当
該
昇
格
又
は
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
施
行
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料

月
額
を
施
行
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
新
規
則
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇

(

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
三
号
中

｢

五
級｣

を

｢

四
級｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
教
育
職
給
料
表
�
の
項
中

｢

五
級｣

を

｢

四
級｣

に
、｢

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
、｢

三

級｣

を

｢

二
級｣

に
、｢

二
級｣

を

｢

一
級｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
備
考
第
一
項
中

｢

行
政
職
給
料
表｣

の
下
に

｢

、
教
育
職
給
料
表
�｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五

(

寒
冷
地
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

青 森 県 報�������	�
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修

士

課

程

修

了

大

学

六

卒

一
級

五
号
給

助

手

大

学

卒

一
級

二
号
給

� �

医
療
職
給
料
表
�

海
事
職
給
料
表

教
育
職
給
料
表
�

教
育
職
給
料
表
�

教
育
職
給
料
表
�

研
究
職
給
料
表

二
級

三
級

教
育
職
給
料
表
�

医
療
職
給
料
表
�

海
事
職
給
料
表

教
育
職
給
料
表
�

教
育
職
給
料
表
�

研
究
職
給
料
表

二
級

三
級

教
育
職
給
料
表
�

一
〇
号
給

一
四
号
給

九
号
給

一
一
号
給

教
育
職
給
料
表
�

一
四
号
給

九
号
給

一
一
号
給
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青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五

(

寒
冷
地
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五

(

寒
冷
地
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
寒
冷
の
地
域
等)

第
二
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
寒
冷
の
地
域
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷

地
手
当
に
関
す
る
法
律(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
。
以
下｢

寒
冷
地
手
当
法｣

と
い
う
。)

別
表
四
級
地
の
項
に
掲
げ
る
地
域

(

青
森
県
を
除
く
。)

と
す
る
。

２

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日

(

以
下

第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て

｢
基
準
日｣

と
い
う
。)

の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の

期
間
の
全
日
数
に
わ
た
つ
て
次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
と
す

る
。

一

刑
事
休
職
者(

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い

う
。)

第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。)

二

無
給
休
職
者

(

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
職
員
の
休
職
の
事
由
を
定
め
る
条
例

(

昭
和
四
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
二
号)

第
二
条
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ

れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う
。)

三

停
職
者

(

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。)

四

専
従
休
職
者

(

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
る
職

員
を
い
う
。)

五

大
学
院
修
学
休
業
職
員

(

教
育
公
務
員
特
例
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号)
第
二
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。)

六

育
児
休
業
職
員(

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。)

七

外
国
派
遣
職
員

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
条
例

(

昭
和
六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。)

八

公
益
法
人
等
派
遣
職
員

(

公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年

十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下

｢

公
益
法
人
等
派
遣
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。)

(

公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
が
支
給
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。)

九

本
邦
外
に
あ
る
職
員

(

第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
及
び
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
表
の

｢

扶
養

親
族
の
あ
る
職
員｣

に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。)

(

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域)

第
三
条

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
は
、
寒
冷
地
手
当
法
別
表
一
級
地

の
項
及
び
三
級
地
の
項
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

(

世
帯
主
で
あ
る
職
員)

第
四
条

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
表
の

｢

世
帯
主
で
あ
る
職
員｣

と
は
、
主
と
し
て
そ
の
収
入
に

よ
つ
て
世
帯
の
生
計
を
支
え
て
い
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

扶
養
親
族

(

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
有
す

る
者

二

扶
養
親
族
を
有
し
な
い
が
、
居
住
の
た
め
、
一
戸
を
構
え
て
い
る
者
又
は
下
宿
、
寮
等
の
一

部
屋
を
専
用
し
て
い
る
者

(

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
含
ま
な
い
職
員)

第
五
条

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
表
備
考
の

｢

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手

当
を
支
給
さ
れ
る
も
の

(

人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。)

｣

は
、
条
例
第
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
あ
つ
て
、
職
員
の
扶
養
親
族
が
居
住

す
る
住
居

(

当
該
住
居
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
当
該
住
居)

と
条
例
第
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寒
冷
地

(

以
下
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て

｢

寒
冷
地｣

と
い
う
。)

の

市
役
所
又
は
町
村
役
場
と
の
間
の
距
離
の
う
ち
最
も
短
い
も
の

(

次
項
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二

号
に
お
い
て

｢

最
短
距
離｣

と
い
う
。)

が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
表
備
考
の

｢

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も

の｣

は
、
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
以
外
の

職
員
で
あ
つ
て
扶
養
親
族
と
同
居
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
最
短
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

(

日
割
計
算
に
よ
る
支
給)

第
六
条

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
支
給
対
象
職
員

(

条
例
第

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲
げ
る

職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

イ

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
寒
冷
地
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
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ロ

第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員

二

基
準
日
に
お
い
て
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員

が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
同
号
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

三

基
準
日
に
お
い
て
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職

員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
他
の
同
号

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

四

基
準
日
に
お
い
て
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
に
つ
い
て
、
当
該

基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
条
例
第
二
十
一
条
第
二

項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
割
合
が
変
更
さ
れ
た

場
合

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
額
を
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
月
の
現
日
数
か
ら
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

(

支
給
日
等)

第
七
条

寒
冷
地
手
当
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
条
例
第
五
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

支
給
日｣

と
い
う
。)

に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
寒

冷
地
手
当
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

基
準
日
か
ら
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
支
給
対
象
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

３

基
準
日
か
ら
引
き
続
い
て
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る

支
給
対
象
職
員
が
、
支
給
日
後
に
復
職
等
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当

を
そ
の
際
支
給
す
る
。

４

支
給
対
象
職
員
が
基
準
日
の
属
す
る
月
に
そ
の
所
属
す
る
給
料
の
支
給
義
務
者
を
異
に
し
て
異

動
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
は
、
当
該
基
準
日
に
支
給
対
象
職
員
が

所
属
す
る
給
料
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
給
対
象
職
員
の

異
動
が
支
給
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

(

確
認)

第
八
条

任
命
権
者

(

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

は
、
寒
冷
地
手
当
を
支
給

す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
の
扶
養
親
族
の
住
居
の
所
在
地
及
び
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

一

職
員
の
扶
養
親
族
の
住
居
の
所
在
地
が
寒
冷
地
で
な
い
場
合

(

次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。)

当
該
職
員
が
扶
養
親
族
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
。

二

職
員
の
扶
養
親
族
の
住
居
の
所
在
地
が
寒
冷
地
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
扶
養

親
族
と
同
居
し
て
い
な
い
と
き
。

最
短
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ
と
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し
扶

養
親
族
の
住
居
の
所
在
地
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

附
則
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

こ
の
項
か
ら
附
則
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

改
正
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十
二
月

青
森
県
条
例
第
五
十
九
号)

を
い
う
。

二

改
正
前
の
条
例

改
正
条
例
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和

二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

を
い
う
。

三

改
正
後
の
条
例

改
正
条
例
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
を
い
う
。

四

改
正
後
の
規
則

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五

(

寒
冷

地
手
当)

を
い
う
。

五

旧
寒
冷
地

改
正
条
例
附
則
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
寒
冷
地
を
い
う
。

六

新
寒
冷
地

改
正
条
例
附
則
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
寒
冷
地
を
い
う
。

七

経
過
措
置
対
象
職
員

改
正
条
例
附
則
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
職
員
を

い
う
。

八

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員

平
成
十
六
年
十
月
一
日

(

以
下

｢

旧
基
準
日｣

と
い
う
。)

か

ら
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
を
い
う
。

イ

旧
寒
冷
地

(

新
寒
冷
地
に
該
当
す
る
地
域
を
除
く
。)

に
在
勤
す
る
職
員

ロ

新
寒
冷
地

(

旧
寒
冷
地
に
該
当
す
る
地
域
に
限
る
。)

に
在
勤
す
る
職
員

(

改
正
条
例
附

則
第
十
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
職
員
を
除
く
。)

九

特
定
基
準
在
勤
地
域

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
が
旧
基
準
日
以
降
に
お
い
て
在
勤
し
た
こ

と
の
あ
る
旧
寒
冷
地
の
う
ち
、
改
正
前
の
条
例
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

(

以
下

青 森 県 報�������	�
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こ
の
項
に
お
い
て

｢

旧
算
出
規
定｣

と
い
う
。)

を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
が
最
も
少
な
く
な
る
旧
寒
冷
地
を
い
う
。

十

特
定
基
準
世
帯
等
区
分

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
の
旧
基
準
日
以
降
に
お
け
る
世
帯
等
の

区
分

(

改
正
前
の
条
例
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
世
帯
等
の
区
分
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

の
う
ち
、
旧
算
出
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
が
最
も
少
な
く
な
る
世
帯
等
の
区
分
を
い
う
。

十
一

特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
に
つ
き
、
改
正
後
の
条
例

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日

(

以
下

｢

基
準
日｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
そ
の
特
定

基
準
在
勤
地
域
を
そ
の
在
勤
す
る
地
域
と
、
そ
の
特
定
基
準
世
帯
等
区
分
を
そ
の
世
帯
等
の
区

分
と
み
な
し
て
、
旧
算
出
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を

五
で
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。

十
二

除
外
職
員

基
準
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
つ
て

改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職

員
を
い
う
。

３

改
正
条
例
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経

過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
旧
基
準
日
か
ら
引
き
続
き
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す

る
。

二

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
も
の
に

限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
旧
基
準
日
か
ら
引
き
続
き
前

項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎

額
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額
か
ら
同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
の
寒
冷
地
手

当
を
支
給
す
る
。

三

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経

過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

(

旧
基
準
日
か
ら
引
き
続

き
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の

う
ち
い
ず
れ
か
低
い
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

イ

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
つ
て
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
期
間
に
お
い
て
在
勤
し
た
こ
と
の
あ
る
旧
寒
冷
地
及
び
旧
基
準
日
以
降
に
お
け
る
世
帯

等
の
区
分
に
よ
つ
て
特
定
基
準
在
勤
地
域
及
び
特
定
基
準
世
帯
等
区
分
を
定
め
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額

(

以
下

｢

改
正
規
則
附
則
第
三
項
第
一

号
支
給
額｣

と
い
う
。)

ロ

次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
額

�

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
つ
て
前
項
第
八
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
期
間
に
お
い
て
在
勤
し
た
こ
と
の
あ
る
旧
寒
冷
地
及
び
旧
基
準
日
以
降
に
お
け
る

世
帯
等
の
区
分
に
よ
つ
て
特
定
基
準
在
勤
地
域
及
び
特
定
基
準
世
帯
等
区
分
を
定
め
る
も

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額
か
ら
改
正
条
例
附
則
第
八
項

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

減
じ
た
額

(

以
下

｢

改
正
条
例
附
則
第
八
項
支
給
額｣

と
い
う
。)

�

�
の
特
定
基
準
在
勤
地
域
及
び
特
定
基
準
世
帯
等
区
分
に
よ
り
改
正
後
の
条
例
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
最
も
低
い
寒
冷
地
手
当
の
額

(

以
下

｢

最
低
新
手
当
額｣

と
い
う
。)

四

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
も
の
に

限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
職

員

(

旧
基
準
日
か
ら
引
き
続
き
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
該
当
す
る
も
の
に
対

し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
額
が
零
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当

該
い
ず
れ
か
低
い
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

イ

特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
つ
て
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
期
間
に
お
い
て
在
勤
し
た
こ
と
の
あ
る
旧
寒
冷
地
及
び
旧
基
準
日
以
降
に
お
け
る
世
帯

等
の
区
分
に
よ
つ
て
特
定
基
準
在
勤
地
域
及
び
特
定
基
準
世
帯
等
区
分
を
定
め
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
特
定
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額
か
ら
第
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基

準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額

(

以
下

｢

改
正
規

則
附
則
第
三
項
第
二
号
支
給
額｣

と
い
う
。)

ロ

改
正
条
例
附
則
第
八
項
支
給
額
又
は
最
低
新
手
当
額
の
い
ず
れ
か
高
い
額

五

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
一
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
も
の
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平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で

八
千
円

平
成
十
九
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
ま
で

一
万
四
千
円

平
成
二
十
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で

二
万
円

平
成
二
十
一
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で

二
万
六
千
円

� �
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に
限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
前
項
第
八
号
イ
に
掲
げ
る

職
員

(

旧
基
準
日
か
ら
引
き
続
き
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
該
当
す
る
も
の
に

対
し
て
は
、
改
正
規
則
附
則
第
三
項
第
二
号
支
給
額
又
は
最
低
新
手
当
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

が
零
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
い
ず
れ
か
低
い
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

六

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経

過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
前
項
第
八
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し

て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
額
が
、
そ
の
者
に
つ
き
改
正
後
の
条
例
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
と
き
は
、
当
該
い
ず
れ
か
低
い
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

イ

改
正
規
則
附
則
第
三
項
第
一
号
支
給
額

ロ

改
正
条
例
附
則
第
八
項
支
給
額
又
は
最
低
新
手
当
額
の
い
ず
れ
か
高
い
額

七

基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
も
の
に

限
る
。)

に
お
い
て
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
前
項
第
八
号
ロ
に
掲
げ
る
職

員
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
額
が
、
そ
の
者
に

つ
き
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷

地
手
当
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
い
ず
れ
か
低
い
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給

す
る
。

イ

改
正
規
則
附
則
第
三
項
第
二
号
支
給
額

ロ

改
正
条
例
附
則
第
八
項
支
給
額
又
は
最
低
新
手
当
額
の
い
ず
れ
か
高
い
額

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
が
除

外
職
員
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
零
と

す
る
。

５

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者

が
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
附
則
第
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
額
と
す
る
。

６

改
正
条
例
附
則
第
十
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員

二

公
庫
等
の
職
員

三

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森

県
条
例
第
八
十
三
号)

の
適
用
を
受
け
る
者

四

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八

年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
適
用
を
受
け
る
者

五

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

７

人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
旧
基
準
日
以
降

の
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て

勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
基
準
日

(

そ
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
の

も
の
に
限
る
。)

に
お
い
て
経
過
措
置
対
象
職
員
又
は
特
定
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
と
な

る
も
の
に
対
し
て
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
改
正
条
例
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
又
は
附
則
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
を

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

(

経
過
措
置
対
象
職
員
の
支
給
の
特
例)

８

改
正
条
例
附
則
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会

が
定
め
る
場
合
は
、
改
正
条
例
附
則
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
職
員
が
除
外
職

員
と
な
る
場
合
と
す
る
。

９

前
項
の
場
合
に
お
け
る
改
正
条
例
附
則
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
後
の
条
例
第
十
八
条

第
三
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
零
と
す
る
。

(

旧
寒
冷
地
と
み
な
す
地
域)

10

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
百

三
十
六
号)

の
施
行
の
際
に
お
け
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律

(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
寒
冷
地

(

北
海
道
及
び
青
森
県
の
区
域
を
除

く
。)

は
、
改
正
条
例
附
則
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
寒
冷
地
と
み
な
す
。

(

支
給
日
の
特
例)

11

基
準
日
が
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
で
あ
る
寒
冷
地
手
当
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

(

雑
則)

12

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。
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